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５年後の経営戦略を立てる。
その方法はいかに

第4回

～DPC公開データを経営戦略に活かす～

　東京大学工学系研究科において質と安全を確保するための病院のマネジメントシステムに関する研究に従事する。
その後医療系コンサルタント会社、病院の事務次長を経て、2009年よりペイシェント・ジャーニー合同会社
（現株式会社リーズンホワイ）を立ち上げる。（立命館大学非常勤講師）

※SWOT分析とは経営分析手法の一つで、自社の分析（内部環境分析）でのStrength（強み）、Weakness（弱み）、自社を取り囲む環境の分
　析（外部環境分析）でのOpportunity（機会）、Threat（脅威）、この4つの切り口の視点の分析から経営戦略を立案する手法で、この4語の
　頭文字を順に並べてSWOT（スウォット）分析と呼ばれている。出所：『DPCデータ活用ブック第2版』伏見清秀著 ㈱じほう 2008年

　生き残りをかけた急性期病院は、今後どのように存在感を

出していくのか。近隣病院と真正面から勝負するべきなのか、

それとも自院の強みを生かし、事業チャンスのあるべき領域へ

フォーカスすべきなのか、今回は、自院の際立ったポジション

を明らかにするためのＤＰＣデータを活用したＳＷＯＴ分析※の

手法について説明します。
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●株式会社 リーズンホワイ

1.「当院ありき」の経営から「社会ありき」の経営へ
　病院幹部の方 と々の会話の中で、下のようなお話し
を幾度もお聞きしたことがあります。「当院は、隣の病院
よりも質の高い医療をやっているのに、どうして患者さ
んが来てくれないのだろう」「当院は連携先へ毎年季節
の挨拶をやっていますので、ご心配なさらずに」
　団塊の世代が今年2012年、有病率が急に高くなる
65歳以上になりました。今年からの医療ニーズの変化
は、過去から現在までの変化とは、その量も内容も全く

異なる傾向を示すことがリーズンホワイの将来患者数
予測でわかっています。さらに国は破綻寸前の財政を
なんとか維持するため、診療報酬を含めた社会保障を
大きく改革することは明らかです。
　医療ニーズの変化からみても、社会保障の改革の面
からみても、病院は挑戦的な経営革新を行わなければ、
近い将来、今と同じ役割を確保できなくなる可能性が高
まってきています。

４.「分析力」より必要なこと、
　 それは「実践できる組織」
　ただし、リーズンホワイを取り入れ、完璧なＳＷＯＴ
分析を行ったとしても、そのアウトプットを実行に移さ
なければ、実態は何も変わりません。

シリコンバレーで次のような話があるそうです。韓国
やメキシコ、インドネシアなど成長市場の国の企業
は、試作品の製作依頼をすると、徹夜で作り数日後に
試作品を持ってくるそうです。日本の企業は「本社（日
本）へ持ち帰り、制作出来るかどうか検討します」と
いって、ひと月後にやってきます。そして試作品ではな
く、制作するかどうかの判断結果をもって訪れるそう
です。
　会議に関係者が全員集まって何も決まらない組織
ではなく、決められる組織。決めた後に他人任せにす
るのではなくて、自らの指揮で最後までやり通す責任
感。そして結果が出るまで諦めない執着心。これらの
ことを、経営者、そして一人ひとりの方々が実践してこ
そ、始めて難局を乗り越えられる強い組織になりうる
のだと考えます。
　来年度の事業計画の作成において、科学的なＳＷＯ
Ｔ分析を検討されていましたら、ぜひ弊社リーズンホワ
イまでご相談くださいませ。

2.ＤＰＣデータを用いたＳＷＯＴ分析は有効なのか
　リーズンホワイを導入した病院の中には、来年度の
事業計画の立案やＳＷＯＴ分析の活動へ積極的に取り
組んで頂いている病院があります。改めてリーズンホワ
イを取り入れた理由について、聞いてみました。
　「毎年秋頃から次年度計画を作り出し、ＳＷＯＴ分析も
当然のように行なっています。ただし、定性的かつ恣意
的な分析にとどまっており、その分析のアウトプットは
“救急医療の充実”“地域医療の推進”といった、自院だ
からこその特徴が具体的に見えてきませんでした。また
事務部門が机上で作った計画なんて、現場の医師やス
タッフが、実感を持って聞いてくれません。
　ＤＰＣ評価分科会が公開するデータを活用すること
で、近隣病院との違いが際立つようなアウトプットが出
ないだろうかと、リーズンホワイを活用しています。」

リーズンホワイに格納されたＤＰＣ評価分科会のデー
タは、その病院にはどのような疾患を抱えた患者がどの
くらいいるのか、どういった治療を施したのかという具
体的なデータであり、これら疾患や手技のレベルでは、
病院の特徴が顕著になります。
　つまり、“救急医療の充実”といった漠然としたアウト
プットではなく、「急性心筋梗塞の新規入院患者数を何
人増加する、そのために日々の救急車を何人増加す
る、そのために救急車の断り率を何％減少する」といっ
た具体的な目標値として落としこむことができます。そし
てこの具体的な目標値は、現場の医師やスタッフが何
を実践したらいいのかを表した内容であり、このことで
初めて経営方針が現場の活動へ浸透することになるの
です。

3.ＤＰＣ評価分科会が公開するデータを用いたＳＷＯＴ分析とは
　リーズンホワイを用いたＳＷＯＴ分析では、はじめに
図１のチャートを起点として分析を開始します。図1の
チャートは、縦軸に自院の占有ベッド数を表し、横軸
に、1,648のＤＰＣ導入・準備病院の退院患者数に関
する全国順位を表しています。占有ベッド数とは、ある
一日の病棟のスナップショットを撮った時に、それぞ
れの疾患がいくつのベッドを使っているのかを表して
います。つまり、図１のチャートでは、左上に行くほど、
当院で稼ぎ頭であり、強みとなる疾患であることがわ
かります。
　そして図2の患者数変化のチャートや、図3の将来
患者数予測のチャートを活用しながら、18のそれぞ
れのＭＤＣ分類について、図4のＳＷＯＴ分析シート、
図５の目標値の設定、さらに図6のアクションプラン
の策定を行います。
　例えば消化器系疾患であるＭＤＣ０6では、大腸の
悪性腫瘍や虫垂炎といったそれぞれの疾患を、シェ
ア率や年平均成長率の観点から自院の強みなのか・
弱みなのかを分類し、さらに医療ニーズの増減や近
隣病院の実績値の傾向から、機会なのか・脅威なの
かへ分類します。その結果、積極的攻勢や差別化戦略
といったカテゴリーへ自動的に配置することができま
す。
　次に、図5に従って、それぞれの疾患ごとに、医療需
要の変化、および競合病院の患者数変化を解析し、当

院としてコントロールできない外部環境要因の値を確
定します。その上で、戦略的に何人増やすのか、減ら
すのかを見定め、最終的な目標値を設定します。この
戦略的な患者数の値を検討するにあたって、同時に
図6のアクションプランを策定します。
　例えば大腸の悪性腫瘍が差別化戦略というカテゴ
リーに位置づけられた場合、新たな事業機会を創出
するため、拡大内視鏡といった自院の強みを活かし
て、近隣医療圏にある診療所へ医師の派遣を始める
といったことが具体的なアクションとして導かれ、その
アクションから考えられる戦略的な増減数の妥当性を
検討します。

図2：ある疾患の福岡市医療圏の患者数変化
（2007年から2011年）

図3：ある疾患の将来患者数予測
（福岡市・久留米・筑紫・粕屋医療圏）図1：リーズンホワイを使ったある病院の実績値の可視化

図4：SWOT分析
～MDC分類ごとにDPC6桁の各疾患を配置～

図5：目標値の設定
～実績値と外部環境要因、そして戦略値へ～

図6：アクションプランの策定

平成24年８月10日に
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労働契約法が改正されました。

　コンプライアンスに基づいた労務管理やワークライフバランスは、間違
いなく働く人のモティベーションを高めて、事業の生産性、効率がアップ
しています。
　昨今は、契約社会になっています。「来週から働いてもらえる？」「わか
りました。」では、のちのち職場のトラブルの原因になります。就業規則の
整備、労働条件通知書の交付を慣習化しましょう。

労働契約法とは
　正社員で働く人もいれば、家庭の事情で短時間
パート社員、アルバイトとして働いたり、または、好きな
ときに派遣として働いたりと働く方法が多様化してき
ています。雇う方も、人件費＝固定費の抑制策として、
あるいは雇用調整として、パートなどの非正規社員や
派遣社員を登用しています。
　働く条件が個々人によって決定・変更されるように
なり、会社側と労働組合などの団体交渉よりも会社側
と個人社員との労働紛争が増えてきました。この紛争
の解決の手段としては裁判制度のほかに、平成13年
から個別労働紛争解決制度が、平成18年から労働審
判制度が施行されるなど、手続面での整備は進んで
きました。しかし、このような紛争を解決するための労
働契約についての民事的なルールをまとめた法律は
ありませんでした。このような中で、平成20年3月1日
から「労働契約法」が施行され、労働契約についての
基本的なルールがわかりやすい形で明らかにされま
した。
　法律の条文は雑則まで含め19条からと短いです
が、労使関係の事がコンパクトにしかもしっかりとま
とめて構成されています。

　労働契約の締結や変更は、雇う方と働く方の対等
の立場での合意が原則で、それぞれは、労働契約の
締結や変更は、均衡を考慮することと、仕事と生活の

調和に配慮することが重要としています。これを労働
契約の原則といいます。経営者側、職員ともに信義に
従って誠実に行動し、権利を濫用してはならないこと
になっています。
　また、労働契約の内容の理解の促進や、職員の安
全への配慮が必要です。安全配慮義務を怠ると、労
働災害ということで損賠賠償や慰謝料の対象になっ
ていく可能性が高くなっています。
　「労働契約は、経営者側と職員がお互いに守らな
ければならないものです。あとでトラブルになったり
しないように、契約の内容をハッキリさせておくこと
が大切です。」
　経営者は、労働契約（働いてもらう内容、場所、期
間、就業時間、休憩、休日、給与等）の内容について、
職員の理解を深めるようにするために職員対して労
働条件を明確に説明することが必要です。非正規の
職員も含めた職員と経営者側は労働契約の内容につ
いて、できる限り働く条件を記載した労働条件通知書
などの書面で確認すべきです。
　また、期間限定の有期労働契約の場合には、契約
期間が終わったときに契約が更新されるかどうかや
どのような場合に契約が更新されるのかなど、契約の
更新についても明確にすべきです。

　仕事に応募してきた人と経営者が、「仕事すること」
「賃金を支払うこと」について合意すると、これを「労
働契約の成立」といいます。

　経営者と職員が労働契約を結ぶ場合に、経営者が
合理的な内容の就業規則を職員に周知させていた
場合には、就業規則で定める労働条件が職員の労働
条件になります。但し、経営者が就業規則を金庫の中
などにしまっていて、職員が見られない場合などは職
員に周知されていませんので、その就業規則は職員
の労働条件にはなりません。経営者と職員が就業規
則とは違う内容の労働条件を個別に合意していた場
合には、その合意していた内容が職員の労働条件に
なります。
　職員と経営者が個別に合意していた労働条件が就
業規則を下回っている場合には、職員の労働条件は
就業規則の内容まで引き上がります。これを「就業規
則違反の労働契約」といいます。
　また、法令や労働協約に反する就業規則は職員の
労働条件にはなりえません。

　働いていく中では、賃金や労働時間などの労働条
件が変わることも少なくありません。労働条件の変更
をめぐってトラブルにならないように、経営者と職員
で十分に話し合うことが大切です。経営者と職員が
合意すれば、労働契約を変更できます。これを「労働
契約の内容の変更」といいます。但し、経営者が一方
的に就業規則を変更しても職員の不利益に労働条件
を変更することはできません。
　経営者が、就業規則の変更によって労働条件を変
更する場合には、その変更（職員の受ける不利益の程
度や労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の
内容の相当性、労働組合等との交渉の状況）が合理
的であり、職員に変更後の就業規則を周知させること
が必要で勝手な取り決めは無効です。

　出向、懲戒や解雇については、職員に与える影響
が大きいことからトラブルになることが少なくありませ
んので、紛争とならないように気をつけましょう。辞め
る時、もしくは辞めた後に職員が不払い残業代の請求
やハラスメントによる慰謝料の請求といった行動す
る人が多いですし、このようなことをよく知っている人
も必ず身近に存在しています。
　まず出向ですが、権利濫用と認められる出向命令
は無効となります。出向命令が権利濫用に当たるかど
うかはその出向が必要であるか、対象職員の選定が

適切であるか等の事情を総合的に考慮して判断され
ます。
　また、権利濫用と認められる懲戒は無効となりま
す。懲戒が権利濫用に当たるかどうかは、懲戒の原因
となる職員の行為の性質や態様などの事情を総合的
に考慮して判断されます。
　客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と
認められない解雇は、権利を濫用したものとして無効
となります。

　例えば、契約期間を定めたパートタイム職員との有
期労働契約を結ぶ場合には、契約の終了場面で個別
紛争になることが多く、あとでトラブルにならないよう
に次のことに気をつけましょう。経営者はやむを得な
い理由がある場合でなければ、契約期間が満了する
までの間において職員を解雇することができません。
経営者は、有期労働契約によって職員を雇い入れる
目的の兼ね合いで契約期間を必要以上に細切れにし
ないよう配慮しなければなりません。

　平成24年８月10日、改正労働契約法が公布されま
した。改正法は、有期労働契約を長期にわたり反復更
新した場合に無期労働契約に転換させること等、次の
3つを法定することにより、職員が安心して働き続ける
ことが可能な社会の実現を図ることを目的とします。

１：有期労働契約の期間の定めのない労働契約への
　 転換
　有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合
（※1）に労働者の申込みにより、無期労働契約（※2）に転
換させる仕組みの導入。
※1.原則として6カ月以上の空白期間（クーリング期間）がある
　　ときは、前の契約期間を通算しない。
※2.別段の定めがない限り、申込み時点の有期労働契約と同一
　　の労働条件。

２：有期労働契約の更新等（「雇止め法理」の法定化）
　雇止め法理（判例法理）の制定法化（※3）

※3.有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異
　　ならない状態で存在している場合，または，有期労働契約の
　　期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場
　　合には、雇い止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通
　　念上相当とであると認められないときは、有期労働契約が更
　　新（締結）されたとみなす。

３：期間の定めがあることによる不合理な労働条件の
　 禁止
　有期契約職員の労働条件が、期間の定めがあるこ
とにより無期契約職員の労働条件と相違する場合、そ
の相違は職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮し

て、不合理と認められるものであってはならないと規
定。
施行期日：2については公布日（平成24年８月10日）。1、3につ
　　　　 いては公布日から起算して1年を超えない範囲内で政
　　　　 令で定める日となっています。

社会保険労務士、福田社労士事務所代表
九州志士の会（九州地域中小企業支援専門家連絡協議会）メンバー、九州地域の中小企業支援専門家（九州経済産業局地域経済部経済課）登録、
福岡県社会保険労務士会 労務管理会所属、福岡県社会保険労務士会 賃金部会所属

人事評価制度、賃金制度設計、ワークライフバランス、高年齢雇用、就業規則作成に至るまで、労働法、社会保険法を熟知しながらも、企業の組織風
土に合わせた労務管理コンサルタントを中心に活動、他にセミナー講師等

●福田久徳氏プロフィール

〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目4-38-903　TEL.092-726-8383　FAX.092-726-8384　 
ホームページ http://fukuda-sr.com 　E:mail fukuda-plmo@jewel.ocn.ne.jp

　従業員の労働問題に関する相談は相変わらず多い
です。特に、従業員の退職時が多いですね。未払い残業
代の請求やパワハラ、セクハラで精神的病になったと
して慰謝料や損賠賠償の請求で労働基準監督署に駆
け込んだり、弁護士に相談して労働審判に訴えたりして
います。
　また、変に知恵を授けられた社員自らがでっち上げ
に近い話を作り上げて、金銭を要求してくるケースもあ
ります。実際に相談を受けたケースですが、入社してま
だ試用期間中の女性社員が、ある週初めに会社を辞め
たいと連絡をしてきました。会社側は了承し退職の手続
きに入っていたのですが、数日後に退職の取消しと、精
神的に不安定なのでしばらく欠勤するとの連絡が女子
社員の父親と称する（会社の把握では、母子家庭の子
女）から連絡がありました。それから幾日か経って、会社
の店舗責任者から言葉のセクハラを受けたのが原因
で、心身症になったと医師の診断書を会社に送り付け
て、休職期間中の半年分の賃金の補償と慰謝料を請求
してきました。さらに行政機関の労働局へ公式な代理
人を通じてあっせん申し込みまでしてきました（そもそも
会社は休職を認めていません)。
　しかし、同僚社員が女性社員のフェースブックを見る
と、同時期に夏の海で彼氏と戯れている様子を写真付
きでアップしていたそうです。会社には非がないことは、
明らかなので労働局でのあっせんの話し合いも拒否し
ました。いろんなケースをあげるとキリがありません。
　トラブルにならないように、労働条件を明確に決め

て、労働条件に従って働いてもらい、給与を支払うよう
にしてください。これが最低の原則です。労働条件の明
示と就業規則の遵守と周知は、これから人を雇っていく
うえでは、とても大切になってきます。
　就業規則は、『職場のバイブル』と言っても過言では
ありません。しかし、多くの経営者は、就業規則は職場に
置いてあるが、どんな内容が書かれているか全然把握
していません。金庫にしまっている経営者もいます。社員
とのトラブルが表面化して初めて、就業規則を読んでみ
ると、経営者に不利になる文章の羅列の多さにびっくり
されることもあります。
　ホームページからの無料のダウンロードや、安価な
就業規則の市販本についているCDをそのまま使って
就業規則を作ったり、労働法の熟知していない人が作
成した場合は、職員とのトラブルになったときに、大きな
代償を支払うことになります。労働法は働く人を守るた
めにある法律で、決して経営者を守る法律ではありま
せん。労働法を熟知していない人は、労働法の特例や
時限措置に関して無知なことが多いです。労働法での
特例や時限措置こそが、唯一、経営者側の味方と言えま
す。就業規則の見直し作成をするなら専門家と相談さ
れることをお勧めします。
　職場の特性にあったもの、職場の組織風土にあった
もの、経営者と職員の絆を結ぶもの、そして経営の理念
を表したものにした就業規則を作成して、よりよい職場
づくりをしてくださいね。
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５年後の経営戦略を立てる。
その方法はいかに

第4回

～DPC公開データを経営戦略に活かす～

　東京大学工学系研究科において質と安全を確保するための病院のマネジメントシステムに関する研究に従事する。
その後医療系コンサルタント会社、病院の事務次長を経て、2009年よりペイシェント・ジャーニー合同会社
（現株式会社リーズンホワイ）を立ち上げる。（立命館大学非常勤講師）

※SWOT分析とは経営分析手法の一つで、自社の分析（内部環境分析）でのStrength（強み）、Weakness（弱み）、自社を取り囲む環境の分
　析（外部環境分析）でのOpportunity（機会）、Threat（脅威）、この4つの切り口の視点の分析から経営戦略を立案する手法で、この4語の
　頭文字を順に並べてSWOT（スウォット）分析と呼ばれている。出所：『DPCデータ活用ブック第2版』伏見清秀著 ㈱じほう 2008年

　生き残りをかけた急性期病院は、今後どのように存在感を

出していくのか。近隣病院と真正面から勝負するべきなのか、

それとも自院の強みを生かし、事業チャンスのあるべき領域へ

フォーカスすべきなのか、今回は、自院の際立ったポジション

を明らかにするためのＤＰＣデータを活用したＳＷＯＴ分析※の

手法について説明します。
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●株式会社 リーズンホワイ

1.「当院ありき」の経営から「社会ありき」の経営へ
　病院幹部の方 と々の会話の中で、下のようなお話し
を幾度もお聞きしたことがあります。「当院は、隣の病院
よりも質の高い医療をやっているのに、どうして患者さ
んが来てくれないのだろう」「当院は連携先へ毎年季節
の挨拶をやっていますので、ご心配なさらずに」
　団塊の世代が今年2012年、有病率が急に高くなる
65歳以上になりました。今年からの医療ニーズの変化
は、過去から現在までの変化とは、その量も内容も全く

異なる傾向を示すことがリーズンホワイの将来患者数
予測でわかっています。さらに国は破綻寸前の財政を
なんとか維持するため、診療報酬を含めた社会保障を
大きく改革することは明らかです。
　医療ニーズの変化からみても、社会保障の改革の面
からみても、病院は挑戦的な経営革新を行わなければ、
近い将来、今と同じ役割を確保できなくなる可能性が高
まってきています。

４.「分析力」より必要なこと、
　 それは「実践できる組織」
　ただし、リーズンホワイを取り入れ、完璧なＳＷＯＴ
分析を行ったとしても、そのアウトプットを実行に移さ
なければ、実態は何も変わりません。

シリコンバレーで次のような話があるそうです。韓国
やメキシコ、インドネシアなど成長市場の国の企業
は、試作品の製作依頼をすると、徹夜で作り数日後に
試作品を持ってくるそうです。日本の企業は「本社（日
本）へ持ち帰り、制作出来るかどうか検討します」と
いって、ひと月後にやってきます。そして試作品ではな
く、制作するかどうかの判断結果をもって訪れるそう
です。
　会議に関係者が全員集まって何も決まらない組織
ではなく、決められる組織。決めた後に他人任せにす
るのではなくて、自らの指揮で最後までやり通す責任
感。そして結果が出るまで諦めない執着心。これらの
ことを、経営者、そして一人ひとりの方々が実践してこ
そ、始めて難局を乗り越えられる強い組織になりうる
のだと考えます。
　来年度の事業計画の作成において、科学的なＳＷＯ
Ｔ分析を検討されていましたら、ぜひ弊社リーズンホワ
イまでご相談くださいませ。

2.ＤＰＣデータを用いたＳＷＯＴ分析は有効なのか
　リーズンホワイを導入した病院の中には、来年度の
事業計画の立案やＳＷＯＴ分析の活動へ積極的に取り
組んで頂いている病院があります。改めてリーズンホワ
イを取り入れた理由について、聞いてみました。
　「毎年秋頃から次年度計画を作り出し、ＳＷＯＴ分析も
当然のように行なっています。ただし、定性的かつ恣意
的な分析にとどまっており、その分析のアウトプットは
“救急医療の充実”“地域医療の推進”といった、自院だ
からこその特徴が具体的に見えてきませんでした。また
事務部門が机上で作った計画なんて、現場の医師やス
タッフが、実感を持って聞いてくれません。
　ＤＰＣ評価分科会が公開するデータを活用すること
で、近隣病院との違いが際立つようなアウトプットが出
ないだろうかと、リーズンホワイを活用しています。」

リーズンホワイに格納されたＤＰＣ評価分科会のデー
タは、その病院にはどのような疾患を抱えた患者がどの
くらいいるのか、どういった治療を施したのかという具
体的なデータであり、これら疾患や手技のレベルでは、
病院の特徴が顕著になります。
　つまり、“救急医療の充実”といった漠然としたアウト
プットではなく、「急性心筋梗塞の新規入院患者数を何
人増加する、そのために日々の救急車を何人増加す
る、そのために救急車の断り率を何％減少する」といっ
た具体的な目標値として落としこむことができます。そし
てこの具体的な目標値は、現場の医師やスタッフが何
を実践したらいいのかを表した内容であり、このことで
初めて経営方針が現場の活動へ浸透することになるの
です。

3.ＤＰＣ評価分科会が公開するデータを用いたＳＷＯＴ分析とは
　リーズンホワイを用いたＳＷＯＴ分析では、はじめに
図１のチャートを起点として分析を開始します。図1の
チャートは、縦軸に自院の占有ベッド数を表し、横軸
に、1,648のＤＰＣ導入・準備病院の退院患者数に関
する全国順位を表しています。占有ベッド数とは、ある
一日の病棟のスナップショットを撮った時に、それぞ
れの疾患がいくつのベッドを使っているのかを表して
います。つまり、図１のチャートでは、左上に行くほど、
当院で稼ぎ頭であり、強みとなる疾患であることがわ
かります。
　そして図2の患者数変化のチャートや、図3の将来
患者数予測のチャートを活用しながら、18のそれぞ
れのＭＤＣ分類について、図4のＳＷＯＴ分析シート、
図５の目標値の設定、さらに図6のアクションプラン
の策定を行います。
　例えば消化器系疾患であるＭＤＣ０6では、大腸の
悪性腫瘍や虫垂炎といったそれぞれの疾患を、シェ
ア率や年平均成長率の観点から自院の強みなのか・
弱みなのかを分類し、さらに医療ニーズの増減や近
隣病院の実績値の傾向から、機会なのか・脅威なの
かへ分類します。その結果、積極的攻勢や差別化戦略
といったカテゴリーへ自動的に配置することができま
す。
　次に、図5に従って、それぞれの疾患ごとに、医療需
要の変化、および競合病院の患者数変化を解析し、当

院としてコントロールできない外部環境要因の値を確
定します。その上で、戦略的に何人増やすのか、減ら
すのかを見定め、最終的な目標値を設定します。この
戦略的な患者数の値を検討するにあたって、同時に
図6のアクションプランを策定します。
　例えば大腸の悪性腫瘍が差別化戦略というカテゴ
リーに位置づけられた場合、新たな事業機会を創出
するため、拡大内視鏡といった自院の強みを活かし
て、近隣医療圏にある診療所へ医師の派遣を始める
といったことが具体的なアクションとして導かれ、その
アクションから考えられる戦略的な増減数の妥当性を
検討します。

図2：ある疾患の福岡市医療圏の患者数変化
（2007年から2011年）

図3：ある疾患の将来患者数予測
（福岡市・久留米・筑紫・粕屋医療圏）図1：リーズンホワイを使ったある病院の実績値の可視化

図4：SWOT分析
～MDC分類ごとにDPC6桁の各疾患を配置～

図5：目標値の設定
～実績値と外部環境要因、そして戦略値へ～

図6：アクションプランの策定
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労働契約法が改正されました。

　コンプライアンスに基づいた労務管理やワークライフバランスは、間違
いなく働く人のモティベーションを高めて、事業の生産性、効率がアップ
しています。
　昨今は、契約社会になっています。「来週から働いてもらえる？」「わか
りました。」では、のちのち職場のトラブルの原因になります。就業規則の
整備、労働条件通知書の交付を慣習化しましょう。

労働契約法とは
　正社員で働く人もいれば、家庭の事情で短時間
パート社員、アルバイトとして働いたり、または、好きな
ときに派遣として働いたりと働く方法が多様化してき
ています。雇う方も、人件費＝固定費の抑制策として、
あるいは雇用調整として、パートなどの非正規社員や
派遣社員を登用しています。
　働く条件が個々人によって決定・変更されるように
なり、会社側と労働組合などの団体交渉よりも会社側
と個人社員との労働紛争が増えてきました。この紛争
の解決の手段としては裁判制度のほかに、平成13年
から個別労働紛争解決制度が、平成18年から労働審
判制度が施行されるなど、手続面での整備は進んで
きました。しかし、このような紛争を解決するための労
働契約についての民事的なルールをまとめた法律は
ありませんでした。このような中で、平成20年3月1日
から「労働契約法」が施行され、労働契約についての
基本的なルールがわかりやすい形で明らかにされま
した。
　法律の条文は雑則まで含め19条からと短いです
が、労使関係の事がコンパクトにしかもしっかりとま
とめて構成されています。

　労働契約の締結や変更は、雇う方と働く方の対等
の立場での合意が原則で、それぞれは、労働契約の
締結や変更は、均衡を考慮することと、仕事と生活の

調和に配慮することが重要としています。これを労働
契約の原則といいます。経営者側、職員ともに信義に
従って誠実に行動し、権利を濫用してはならないこと
になっています。
　また、労働契約の内容の理解の促進や、職員の安
全への配慮が必要です。安全配慮義務を怠ると、労
働災害ということで損賠賠償や慰謝料の対象になっ
ていく可能性が高くなっています。
　「労働契約は、経営者側と職員がお互いに守らな
ければならないものです。あとでトラブルになったり
しないように、契約の内容をハッキリさせておくこと
が大切です。」
　経営者は、労働契約（働いてもらう内容、場所、期
間、就業時間、休憩、休日、給与等）の内容について、
職員の理解を深めるようにするために職員対して労
働条件を明確に説明することが必要です。非正規の
職員も含めた職員と経営者側は労働契約の内容につ
いて、できる限り働く条件を記載した労働条件通知書
などの書面で確認すべきです。
　また、期間限定の有期労働契約の場合には、契約
期間が終わったときに契約が更新されるかどうかや
どのような場合に契約が更新されるのかなど、契約の
更新についても明確にすべきです。

　仕事に応募してきた人と経営者が、「仕事すること」
「賃金を支払うこと」について合意すると、これを「労
働契約の成立」といいます。

　経営者と職員が労働契約を結ぶ場合に、経営者が
合理的な内容の就業規則を職員に周知させていた
場合には、就業規則で定める労働条件が職員の労働
条件になります。但し、経営者が就業規則を金庫の中
などにしまっていて、職員が見られない場合などは職
員に周知されていませんので、その就業規則は職員
の労働条件にはなりません。経営者と職員が就業規
則とは違う内容の労働条件を個別に合意していた場
合には、その合意していた内容が職員の労働条件に
なります。
　職員と経営者が個別に合意していた労働条件が就
業規則を下回っている場合には、職員の労働条件は
就業規則の内容まで引き上がります。これを「就業規
則違反の労働契約」といいます。
　また、法令や労働協約に反する就業規則は職員の
労働条件にはなりえません。

　働いていく中では、賃金や労働時間などの労働条
件が変わることも少なくありません。労働条件の変更
をめぐってトラブルにならないように、経営者と職員
で十分に話し合うことが大切です。経営者と職員が
合意すれば、労働契約を変更できます。これを「労働
契約の内容の変更」といいます。但し、経営者が一方
的に就業規則を変更しても職員の不利益に労働条件
を変更することはできません。
　経営者が、就業規則の変更によって労働条件を変
更する場合には、その変更（職員の受ける不利益の程
度や労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の
内容の相当性、労働組合等との交渉の状況）が合理
的であり、職員に変更後の就業規則を周知させること
が必要で勝手な取り決めは無効です。

　出向、懲戒や解雇については、職員に与える影響
が大きいことからトラブルになることが少なくありませ
んので、紛争とならないように気をつけましょう。辞め
る時、もしくは辞めた後に職員が不払い残業代の請求
やハラスメントによる慰謝料の請求といった行動す
る人が多いですし、このようなことをよく知っている人
も必ず身近に存在しています。
　まず出向ですが、権利濫用と認められる出向命令
は無効となります。出向命令が権利濫用に当たるかど
うかはその出向が必要であるか、対象職員の選定が

適切であるか等の事情を総合的に考慮して判断され
ます。
　また、権利濫用と認められる懲戒は無効となりま
す。懲戒が権利濫用に当たるかどうかは、懲戒の原因
となる職員の行為の性質や態様などの事情を総合的
に考慮して判断されます。
　客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と
認められない解雇は、権利を濫用したものとして無効
となります。

　例えば、契約期間を定めたパートタイム職員との有
期労働契約を結ぶ場合には、契約の終了場面で個別
紛争になることが多く、あとでトラブルにならないよう
に次のことに気をつけましょう。経営者はやむを得な
い理由がある場合でなければ、契約期間が満了する
までの間において職員を解雇することができません。
経営者は、有期労働契約によって職員を雇い入れる
目的の兼ね合いで契約期間を必要以上に細切れにし
ないよう配慮しなければなりません。

　平成24年８月10日、改正労働契約法が公布されま
した。改正法は、有期労働契約を長期にわたり反復更
新した場合に無期労働契約に転換させること等、次の
3つを法定することにより、職員が安心して働き続ける
ことが可能な社会の実現を図ることを目的とします。

１：有期労働契約の期間の定めのない労働契約への
　 転換
　有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合
（※1）に労働者の申込みにより、無期労働契約（※2）に転
換させる仕組みの導入。
※1.原則として6カ月以上の空白期間（クーリング期間）がある
　　ときは、前の契約期間を通算しない。
※2.別段の定めがない限り、申込み時点の有期労働契約と同一
　　の労働条件。

２：有期労働契約の更新等（「雇止め法理」の法定化）
　雇止め法理（判例法理）の制定法化（※3）

※3.有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異
　　ならない状態で存在している場合，または，有期労働契約の
　　期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場
　　合には、雇い止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通
　　念上相当とであると認められないときは、有期労働契約が更
　　新（締結）されたとみなす。

３：期間の定めがあることによる不合理な労働条件の
　 禁止
　有期契約職員の労働条件が、期間の定めがあるこ
とにより無期契約職員の労働条件と相違する場合、そ
の相違は職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮し

て、不合理と認められるものであってはならないと規
定。
施行期日：2については公布日（平成24年８月10日）。1、3につ
　　　　 いては公布日から起算して1年を超えない範囲内で政
　　　　 令で定める日となっています。

社会保険労務士、福田社労士事務所代表
九州志士の会（九州地域中小企業支援専門家連絡協議会）メンバー、九州地域の中小企業支援専門家（九州経済産業局地域経済部経済課）登録、
福岡県社会保険労務士会 労務管理会所属、福岡県社会保険労務士会 賃金部会所属

人事評価制度、賃金制度設計、ワークライフバランス、高年齢雇用、就業規則作成に至るまで、労働法、社会保険法を熟知しながらも、企業の組織風
土に合わせた労務管理コンサルタントを中心に活動、他にセミナー講師等

●福田久徳氏プロフィール

〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目4-38-903　TEL.092-726-8383　FAX.092-726-8384　 
ホームページ http://fukuda-sr.com 　E:mail fukuda-plmo@jewel.ocn.ne.jp

　従業員の労働問題に関する相談は相変わらず多い
です。特に、従業員の退職時が多いですね。未払い残業
代の請求やパワハラ、セクハラで精神的病になったと
して慰謝料や損賠賠償の請求で労働基準監督署に駆
け込んだり、弁護士に相談して労働審判に訴えたりして
います。
　また、変に知恵を授けられた社員自らがでっち上げ
に近い話を作り上げて、金銭を要求してくるケースもあ
ります。実際に相談を受けたケースですが、入社してま
だ試用期間中の女性社員が、ある週初めに会社を辞め
たいと連絡をしてきました。会社側は了承し退職の手続
きに入っていたのですが、数日後に退職の取消しと、精
神的に不安定なのでしばらく欠勤するとの連絡が女子
社員の父親と称する（会社の把握では、母子家庭の子
女）から連絡がありました。それから幾日か経って、会社
の店舗責任者から言葉のセクハラを受けたのが原因
で、心身症になったと医師の診断書を会社に送り付け
て、休職期間中の半年分の賃金の補償と慰謝料を請求
してきました。さらに行政機関の労働局へ公式な代理
人を通じてあっせん申し込みまでしてきました（そもそも
会社は休職を認めていません)。
　しかし、同僚社員が女性社員のフェースブックを見る
と、同時期に夏の海で彼氏と戯れている様子を写真付
きでアップしていたそうです。会社には非がないことは、
明らかなので労働局でのあっせんの話し合いも拒否し
ました。いろんなケースをあげるとキリがありません。
　トラブルにならないように、労働条件を明確に決め

て、労働条件に従って働いてもらい、給与を支払うよう
にしてください。これが最低の原則です。労働条件の明
示と就業規則の遵守と周知は、これから人を雇っていく
うえでは、とても大切になってきます。
　就業規則は、『職場のバイブル』と言っても過言では
ありません。しかし、多くの経営者は、就業規則は職場に
置いてあるが、どんな内容が書かれているか全然把握
していません。金庫にしまっている経営者もいます。社員
とのトラブルが表面化して初めて、就業規則を読んでみ
ると、経営者に不利になる文章の羅列の多さにびっくり
されることもあります。
　ホームページからの無料のダウンロードや、安価な
就業規則の市販本についているCDをそのまま使って
就業規則を作ったり、労働法の熟知していない人が作
成した場合は、職員とのトラブルになったときに、大きな
代償を支払うことになります。労働法は働く人を守るた
めにある法律で、決して経営者を守る法律ではありま
せん。労働法を熟知していない人は、労働法の特例や
時限措置に関して無知なことが多いです。労働法での
特例や時限措置こそが、唯一、経営者側の味方と言えま
す。就業規則の見直し作成をするなら専門家と相談さ
れることをお勧めします。
　職場の特性にあったもの、職場の組織風土にあった
もの、経営者と職員の絆を結ぶもの、そして経営の理念
を表したものにした就業規則を作成して、よりよい職場
づくりをしてくださいね。

◎ 社労士・福田のよもやま話 ◎ 

福田久徳
福田社労士事務所 代表

社会保険労務士

Vol.3 2012.11.WINTER

こ こ ら で 一 服
、労 務 管 理 の

お 話 。

ここ ら で 一 服
、労 務 管 理 の

お 話 。

労働契約の基本ルール 労働契約を結ぶ場合には…

労働契約を変える場合には…

労働契約を終了する場合などには…

有期労働契約を結ぶ場合には…

改正した労働契約法の概要



● ● ● 27 26 ● ● ●

● ● ● 29 28 ● ● ●

● ● ● 31 30 ● ● ●

Vol.15Vol.15

Vol.15Vol.15

Vol.15Vol.15

見
え
る
化
の
ス
ス
メ

５年後の経営戦略を立てる。
その方法はいかに

第4回

～DPC公開データを経営戦略に活かす～

　東京大学工学系研究科において質と安全を確保するための病院のマネジメントシステムに関する研究に従事する。
その後医療系コンサルタント会社、病院の事務次長を経て、2009年よりペイシェント・ジャーニー合同会社
（現株式会社リーズンホワイ）を立ち上げる。（立命館大学非常勤講師）

※SWOT分析とは経営分析手法の一つで、自社の分析（内部環境分析）でのStrength（強み）、Weakness（弱み）、自社を取り囲む環境の分
　析（外部環境分析）でのOpportunity（機会）、Threat（脅威）、この4つの切り口の視点の分析から経営戦略を立案する手法で、この4語の
　頭文字を順に並べてSWOT（スウォット）分析と呼ばれている。出所：『DPCデータ活用ブック第2版』伏見清秀著 ㈱じほう 2008年

　生き残りをかけた急性期病院は、今後どのように存在感を

出していくのか。近隣病院と真正面から勝負するべきなのか、

それとも自院の強みを生かし、事業チャンスのあるべき領域へ

フォーカスすべきなのか、今回は、自院の際立ったポジション

を明らかにするためのＤＰＣデータを活用したＳＷＯＴ分析※の

手法について説明します。

Second season-04

見える化のススメSecond season-04

●塩飽哲生氏プロフィール

〒107-0052 東京都港区赤坂7-3-37 プラース・カナダ1階
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●株式会社 リーズンホワイ

1.「当院ありき」の経営から「社会ありき」の経営へ
　病院幹部の方 と々の会話の中で、下のようなお話し
を幾度もお聞きしたことがあります。「当院は、隣の病院
よりも質の高い医療をやっているのに、どうして患者さ
んが来てくれないのだろう」「当院は連携先へ毎年季節
の挨拶をやっていますので、ご心配なさらずに」
　団塊の世代が今年2012年、有病率が急に高くなる
65歳以上になりました。今年からの医療ニーズの変化
は、過去から現在までの変化とは、その量も内容も全く

異なる傾向を示すことがリーズンホワイの将来患者数
予測でわかっています。さらに国は破綻寸前の財政を
なんとか維持するため、診療報酬を含めた社会保障を
大きく改革することは明らかです。
　医療ニーズの変化からみても、社会保障の改革の面
からみても、病院は挑戦的な経営革新を行わなければ、
近い将来、今と同じ役割を確保できなくなる可能性が高
まってきています。

４.「分析力」より必要なこと、
　 それは「実践できる組織」
　ただし、リーズンホワイを取り入れ、完璧なＳＷＯＴ
分析を行ったとしても、そのアウトプットを実行に移さ
なければ、実態は何も変わりません。

シリコンバレーで次のような話があるそうです。韓国
やメキシコ、インドネシアなど成長市場の国の企業
は、試作品の製作依頼をすると、徹夜で作り数日後に
試作品を持ってくるそうです。日本の企業は「本社（日
本）へ持ち帰り、制作出来るかどうか検討します」と
いって、ひと月後にやってきます。そして試作品ではな
く、制作するかどうかの判断結果をもって訪れるそう
です。
　会議に関係者が全員集まって何も決まらない組織
ではなく、決められる組織。決めた後に他人任せにす
るのではなくて、自らの指揮で最後までやり通す責任
感。そして結果が出るまで諦めない執着心。これらの
ことを、経営者、そして一人ひとりの方々が実践してこ
そ、始めて難局を乗り越えられる強い組織になりうる
のだと考えます。
　来年度の事業計画の作成において、科学的なＳＷＯ
Ｔ分析を検討されていましたら、ぜひ弊社リーズンホワ
イまでご相談くださいませ。

2.ＤＰＣデータを用いたＳＷＯＴ分析は有効なのか
　リーズンホワイを導入した病院の中には、来年度の
事業計画の立案やＳＷＯＴ分析の活動へ積極的に取り
組んで頂いている病院があります。改めてリーズンホワ
イを取り入れた理由について、聞いてみました。
　「毎年秋頃から次年度計画を作り出し、ＳＷＯＴ分析も
当然のように行なっています。ただし、定性的かつ恣意
的な分析にとどまっており、その分析のアウトプットは
“救急医療の充実”“地域医療の推進”といった、自院だ
からこその特徴が具体的に見えてきませんでした。また
事務部門が机上で作った計画なんて、現場の医師やス
タッフが、実感を持って聞いてくれません。
　ＤＰＣ評価分科会が公開するデータを活用すること
で、近隣病院との違いが際立つようなアウトプットが出
ないだろうかと、リーズンホワイを活用しています。」

リーズンホワイに格納されたＤＰＣ評価分科会のデー
タは、その病院にはどのような疾患を抱えた患者がどの
くらいいるのか、どういった治療を施したのかという具
体的なデータであり、これら疾患や手技のレベルでは、
病院の特徴が顕著になります。
　つまり、“救急医療の充実”といった漠然としたアウト
プットではなく、「急性心筋梗塞の新規入院患者数を何
人増加する、そのために日々の救急車を何人増加す
る、そのために救急車の断り率を何％減少する」といっ
た具体的な目標値として落としこむことができます。そし
てこの具体的な目標値は、現場の医師やスタッフが何
を実践したらいいのかを表した内容であり、このことで
初めて経営方針が現場の活動へ浸透することになるの
です。

3.ＤＰＣ評価分科会が公開するデータを用いたＳＷＯＴ分析とは
　リーズンホワイを用いたＳＷＯＴ分析では、はじめに
図１のチャートを起点として分析を開始します。図1の
チャートは、縦軸に自院の占有ベッド数を表し、横軸
に、1,648のＤＰＣ導入・準備病院の退院患者数に関
する全国順位を表しています。占有ベッド数とは、ある
一日の病棟のスナップショットを撮った時に、それぞ
れの疾患がいくつのベッドを使っているのかを表して
います。つまり、図１のチャートでは、左上に行くほど、
当院で稼ぎ頭であり、強みとなる疾患であることがわ
かります。
　そして図2の患者数変化のチャートや、図3の将来
患者数予測のチャートを活用しながら、18のそれぞ
れのＭＤＣ分類について、図4のＳＷＯＴ分析シート、
図５の目標値の設定、さらに図6のアクションプラン
の策定を行います。
　例えば消化器系疾患であるＭＤＣ０6では、大腸の
悪性腫瘍や虫垂炎といったそれぞれの疾患を、シェ
ア率や年平均成長率の観点から自院の強みなのか・
弱みなのかを分類し、さらに医療ニーズの増減や近
隣病院の実績値の傾向から、機会なのか・脅威なの
かへ分類します。その結果、積極的攻勢や差別化戦略
といったカテゴリーへ自動的に配置することができま
す。
　次に、図5に従って、それぞれの疾患ごとに、医療需
要の変化、および競合病院の患者数変化を解析し、当

院としてコントロールできない外部環境要因の値を確
定します。その上で、戦略的に何人増やすのか、減ら
すのかを見定め、最終的な目標値を設定します。この
戦略的な患者数の値を検討するにあたって、同時に
図6のアクションプランを策定します。
　例えば大腸の悪性腫瘍が差別化戦略というカテゴ
リーに位置づけられた場合、新たな事業機会を創出
するため、拡大内視鏡といった自院の強みを活かし
て、近隣医療圏にある診療所へ医師の派遣を始める
といったことが具体的なアクションとして導かれ、その
アクションから考えられる戦略的な増減数の妥当性を
検討します。

図2：ある疾患の福岡市医療圏の患者数変化
（2007年から2011年）

図3：ある疾患の将来患者数予測
（福岡市・久留米・筑紫・粕屋医療圏）図1：リーズンホワイを使ったある病院の実績値の可視化

図4：SWOT分析
～MDC分類ごとにDPC6桁の各疾患を配置～

図5：目標値の設定
～実績値と外部環境要因、そして戦略値へ～

図6：アクションプランの策定

平成24年８月10日に

（ ）
労働契約法が改正されました。

　コンプライアンスに基づいた労務管理やワークライフバランスは、間違
いなく働く人のモティベーションを高めて、事業の生産性、効率がアップ
しています。
　昨今は、契約社会になっています。「来週から働いてもらえる？」「わか
りました。」では、のちのち職場のトラブルの原因になります。就業規則の
整備、労働条件通知書の交付を慣習化しましょう。

労働契約法とは
　正社員で働く人もいれば、家庭の事情で短時間
パート社員、アルバイトとして働いたり、または、好きな
ときに派遣として働いたりと働く方法が多様化してき
ています。雇う方も、人件費＝固定費の抑制策として、
あるいは雇用調整として、パートなどの非正規社員や
派遣社員を登用しています。
　働く条件が個々人によって決定・変更されるように
なり、会社側と労働組合などの団体交渉よりも会社側
と個人社員との労働紛争が増えてきました。この紛争
の解決の手段としては裁判制度のほかに、平成13年
から個別労働紛争解決制度が、平成18年から労働審
判制度が施行されるなど、手続面での整備は進んで
きました。しかし、このような紛争を解決するための労
働契約についての民事的なルールをまとめた法律は
ありませんでした。このような中で、平成20年3月1日
から「労働契約法」が施行され、労働契約についての
基本的なルールがわかりやすい形で明らかにされま
した。
　法律の条文は雑則まで含め19条からと短いです
が、労使関係の事がコンパクトにしかもしっかりとま
とめて構成されています。

　労働契約の締結や変更は、雇う方と働く方の対等
の立場での合意が原則で、それぞれは、労働契約の
締結や変更は、均衡を考慮することと、仕事と生活の

調和に配慮することが重要としています。これを労働
契約の原則といいます。経営者側、職員ともに信義に
従って誠実に行動し、権利を濫用してはならないこと
になっています。
　また、労働契約の内容の理解の促進や、職員の安
全への配慮が必要です。安全配慮義務を怠ると、労
働災害ということで損賠賠償や慰謝料の対象になっ
ていく可能性が高くなっています。
　「労働契約は、経営者側と職員がお互いに守らな
ければならないものです。あとでトラブルになったり
しないように、契約の内容をハッキリさせておくこと
が大切です。」
　経営者は、労働契約（働いてもらう内容、場所、期
間、就業時間、休憩、休日、給与等）の内容について、
職員の理解を深めるようにするために職員対して労
働条件を明確に説明することが必要です。非正規の
職員も含めた職員と経営者側は労働契約の内容につ
いて、できる限り働く条件を記載した労働条件通知書
などの書面で確認すべきです。
　また、期間限定の有期労働契約の場合には、契約
期間が終わったときに契約が更新されるかどうかや
どのような場合に契約が更新されるのかなど、契約の
更新についても明確にすべきです。

　仕事に応募してきた人と経営者が、「仕事すること」
「賃金を支払うこと」について合意すると、これを「労
働契約の成立」といいます。

　経営者と職員が労働契約を結ぶ場合に、経営者が
合理的な内容の就業規則を職員に周知させていた
場合には、就業規則で定める労働条件が職員の労働
条件になります。但し、経営者が就業規則を金庫の中
などにしまっていて、職員が見られない場合などは職
員に周知されていませんので、その就業規則は職員
の労働条件にはなりません。経営者と職員が就業規
則とは違う内容の労働条件を個別に合意していた場
合には、その合意していた内容が職員の労働条件に
なります。
　職員と経営者が個別に合意していた労働条件が就
業規則を下回っている場合には、職員の労働条件は
就業規則の内容まで引き上がります。これを「就業規
則違反の労働契約」といいます。
　また、法令や労働協約に反する就業規則は職員の
労働条件にはなりえません。

　働いていく中では、賃金や労働時間などの労働条
件が変わることも少なくありません。労働条件の変更
をめぐってトラブルにならないように、経営者と職員
で十分に話し合うことが大切です。経営者と職員が
合意すれば、労働契約を変更できます。これを「労働
契約の内容の変更」といいます。但し、経営者が一方
的に就業規則を変更しても職員の不利益に労働条件
を変更することはできません。
　経営者が、就業規則の変更によって労働条件を変
更する場合には、その変更（職員の受ける不利益の程
度や労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の
内容の相当性、労働組合等との交渉の状況）が合理
的であり、職員に変更後の就業規則を周知させること
が必要で勝手な取り決めは無効です。

　出向、懲戒や解雇については、職員に与える影響
が大きいことからトラブルになることが少なくありませ
んので、紛争とならないように気をつけましょう。辞め
る時、もしくは辞めた後に職員が不払い残業代の請求
やハラスメントによる慰謝料の請求といった行動す
る人が多いですし、このようなことをよく知っている人
も必ず身近に存在しています。
　まず出向ですが、権利濫用と認められる出向命令
は無効となります。出向命令が権利濫用に当たるかど
うかはその出向が必要であるか、対象職員の選定が

適切であるか等の事情を総合的に考慮して判断され
ます。
　また、権利濫用と認められる懲戒は無効となりま
す。懲戒が権利濫用に当たるかどうかは、懲戒の原因
となる職員の行為の性質や態様などの事情を総合的
に考慮して判断されます。
　客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と
認められない解雇は、権利を濫用したものとして無効
となります。

　例えば、契約期間を定めたパートタイム職員との有
期労働契約を結ぶ場合には、契約の終了場面で個別
紛争になることが多く、あとでトラブルにならないよう
に次のことに気をつけましょう。経営者はやむを得な
い理由がある場合でなければ、契約期間が満了する
までの間において職員を解雇することができません。
経営者は、有期労働契約によって職員を雇い入れる
目的の兼ね合いで契約期間を必要以上に細切れにし
ないよう配慮しなければなりません。

　平成24年８月10日、改正労働契約法が公布されま
した。改正法は、有期労働契約を長期にわたり反復更
新した場合に無期労働契約に転換させること等、次の
3つを法定することにより、職員が安心して働き続ける
ことが可能な社会の実現を図ることを目的とします。

１：有期労働契約の期間の定めのない労働契約への
　 転換
　有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合
（※1）に労働者の申込みにより、無期労働契約（※2）に転
換させる仕組みの導入。
※1.原則として6カ月以上の空白期間（クーリング期間）がある
　　ときは、前の契約期間を通算しない。
※2.別段の定めがない限り、申込み時点の有期労働契約と同一
　　の労働条件。

２：有期労働契約の更新等（「雇止め法理」の法定化）
　雇止め法理（判例法理）の制定法化（※3）

※3.有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異
　　ならない状態で存在している場合，または，有期労働契約の
　　期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場
　　合には、雇い止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通
　　念上相当とであると認められないときは、有期労働契約が更
　　新（締結）されたとみなす。

３：期間の定めがあることによる不合理な労働条件の
　 禁止
　有期契約職員の労働条件が、期間の定めがあるこ
とにより無期契約職員の労働条件と相違する場合、そ
の相違は職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮し

て、不合理と認められるものであってはならないと規
定。
施行期日：2については公布日（平成24年８月10日）。1、3につ
　　　　 いては公布日から起算して1年を超えない範囲内で政
　　　　 令で定める日となっています。
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　従業員の労働問題に関する相談は相変わらず多い
です。特に、従業員の退職時が多いですね。未払い残業
代の請求やパワハラ、セクハラで精神的病になったと
して慰謝料や損賠賠償の請求で労働基準監督署に駆
け込んだり、弁護士に相談して労働審判に訴えたりして
います。
　また、変に知恵を授けられた社員自らがでっち上げ
に近い話を作り上げて、金銭を要求してくるケースもあ
ります。実際に相談を受けたケースですが、入社してま
だ試用期間中の女性社員が、ある週初めに会社を辞め
たいと連絡をしてきました。会社側は了承し退職の手続
きに入っていたのですが、数日後に退職の取消しと、精
神的に不安定なのでしばらく欠勤するとの連絡が女子
社員の父親と称する（会社の把握では、母子家庭の子
女）から連絡がありました。それから幾日か経って、会社
の店舗責任者から言葉のセクハラを受けたのが原因
で、心身症になったと医師の診断書を会社に送り付け
て、休職期間中の半年分の賃金の補償と慰謝料を請求
してきました。さらに行政機関の労働局へ公式な代理
人を通じてあっせん申し込みまでしてきました（そもそも
会社は休職を認めていません)。
　しかし、同僚社員が女性社員のフェースブックを見る
と、同時期に夏の海で彼氏と戯れている様子を写真付
きでアップしていたそうです。会社には非がないことは、
明らかなので労働局でのあっせんの話し合いも拒否し
ました。いろんなケースをあげるとキリがありません。
　トラブルにならないように、労働条件を明確に決め

て、労働条件に従って働いてもらい、給与を支払うよう
にしてください。これが最低の原則です。労働条件の明
示と就業規則の遵守と周知は、これから人を雇っていく
うえでは、とても大切になってきます。
　就業規則は、『職場のバイブル』と言っても過言では
ありません。しかし、多くの経営者は、就業規則は職場に
置いてあるが、どんな内容が書かれているか全然把握
していません。金庫にしまっている経営者もいます。社員
とのトラブルが表面化して初めて、就業規則を読んでみ
ると、経営者に不利になる文章の羅列の多さにびっくり
されることもあります。
　ホームページからの無料のダウンロードや、安価な
就業規則の市販本についているCDをそのまま使って
就業規則を作ったり、労働法の熟知していない人が作
成した場合は、職員とのトラブルになったときに、大きな
代償を支払うことになります。労働法は働く人を守るた
めにある法律で、決して経営者を守る法律ではありま
せん。労働法を熟知していない人は、労働法の特例や
時限措置に関して無知なことが多いです。労働法での
特例や時限措置こそが、唯一、経営者側の味方と言えま
す。就業規則の見直し作成をするなら専門家と相談さ
れることをお勧めします。
　職場の特性にあったもの、職場の組織風土にあった
もの、経営者と職員の絆を結ぶもの、そして経営の理念
を表したものにした就業規則を作成して、よりよい職場
づくりをしてくださいね。
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